
近畿自動車道紀勢線有田～御坊間４車線化の早期事業着手及び 

御坊～南紀田辺間４車線化の早期事業化を求める意見書 

 

 高速道路は、都市と地方の交流を促し、広域化するレジャーや観光の手段とし

て、また新鮮な農林水産物などをいち早く輸送する基幹道路として地域経済を支え

る最も重要な社会基盤の一つである。 

 さらには、南海トラフ巨大地震の発生や異常気象による大規模災害が危惧される

中、迅速なる物資輸送や救助、救援活動など緊急救急医療体制の確立を図り、大津

波発生時の緊急避難場所としての機能を備えることができるなど地域の安全、安心

を支える上においてもその機能強化を早期に図る必要があると考える。 

 また、平成２３年５月海南～有田間の４車線化完成により、従来の慢性的な渋滞

は大きく改善されたものの、暫定２車線区間である有田～南紀田辺間では朝夕、週

末には新たな渋滞が発生するなど地域生活と経済活動に大きな支障を来していて、

その改善を望む声が多く上がっているところである。 

 こうした中、本年４月６日には国から有田～御坊間４車線化の事業化が発表さ

れ、１日も早い事業着手が待たれるところである。 

 よって、国においては、地方の高速道路の実状とその整備の必要性を御理解いた

だき、有田～南紀田辺間までの４車線化の早期実現のため、下記の事項について特

段の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

１．近畿自動車道紀勢線「有田～南紀田辺間」のうち、有田～御坊間については、

事業評価などの必要な手続きを速やかに実施し、早期に事業着手を行い、御坊

～南紀田辺間についても、整備計画が策定され用地取得済みであることから、

早期に事業化すること。 

 

２．高速道路から生活道路まで、地域が真に必要とする道路整備を計画的かつ着実

に推進するため道路関係予算は所要の額を確保すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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